


当分の間は紙媒体等これまでの手段による提出も可能といたしますが、事業者の対応状況を見
定めつつ電子申請に一本化することを目指しておりますので、早めの対応をお願いします。



電子申請届出システムを利用するためには、GビズIDの取得が必須です。登記情報提供サービ
スの利用は必須ではありませんが、対面を伴わない申請のため、ご活用を検討してください。



電子申請届出システムのマニュアルや操作ガイド、GビズIDや登記情報提供サービスについて
は上記を参照ください。


